
わいふ一番館だよりわいふ一番館だよりわいふ一番館だより 問い合わせ先　わいふ一番館　�（24）6630

　平成 12年度に旧菊池市で発行され、好評
により売り切れていましたが、今回、掲載
の範囲を新市全域に広げ、新たに発行する
ことができました。郷土の歴史を学ぶため
の資料として手元に一冊お持ちください。
●一冊　500円
問い合わせ先　生涯学習課文化振興係（中央公民館内）

「菊池市の文化財」を
発行しました 問い合わせ先  ☎（23）1155

夢 美 術 館 情 報

●菊池南中学校美術部作品展
　～あふれだす想像力～
期間 : ８月２日（土）～８月 24日（日）
●萩尾流水遺作展
期間 : ８月 28日（木）～９月 15日（祝）
※８月 26日（火）は休館日

高齢者大学書道クラブ

期間:７月29日（火）～８月10日（日）

　書道クラブで頑張った成果を見ていただ
きたく、今回も展示いたしますので、ご覧
ください。

高齢者大学書道クラブ展
西川誠一

期間:８月26日（火）～９月７日（日）

　 しゅんこう「ちぎり絵」の松永恭子先生
と「切り絵」初挑戦の私、西川との二人展
です。ご笑覧くださいませ。

ちぎり絵と切り絵のコラボ展

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
菊
池
で
は
、
子
育

て
中
の
お
母
さ
ん
の
相
談
専
用
窓
口

「
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
」
を
設
置
し
、

自
分
に
合
っ
た
仕
事
が
見
つ
か
る
よ

う
色
々
な
サ
ー
ビ
ス
で
就
職
の
応
援

を
し
て
い
ま
す
。

　
「
就
職
を
考
え
て
い
る
け
ど
子
ど

も
連
れ
で
は
ゆ
っ
く
り
相
談
が
で
き

な
い
。
勤
務
時
間
・
休
日
を
子
ど
も

に
合
わ
せ
て
就
職
し
た
い
」
な
ど
、

子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
は
悩
み
が
多

い
も
の
で
す
。
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

で
は
そ
ん
な
お
母
さ
ん
を
応
援
し
ま

す
。

　

ど
う
ぞ
、
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
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い
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県
で
は
、
子
育
て
な
ど
の
た
め
仕

事
を
辞
め
て
か
ら
再
就
職
ま
で
の
ブ

ラ
ン
ク
が
あ
り
就
職
に
自
信
の
な
い

人
、
ど
の
よ
う
に
活
動
し
て
よ
い
の

か
悩
ん
で
い
る
人
の
た
め
に
就
職
応

援
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

　

当
日
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い
ま
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２
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３
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再
就
職
ま
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３
９
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ペ
ー

ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
を
探
し

て
い
ま
す
。
所
有
者
ま
た
は
所
在
を

ご
存
知
の
人
は
、
ご
連
絡
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。
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菊
池
市
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体
障
害
者
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障
が
い
者
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皆
さ
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を

対
象
に
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手
帳
申
請
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就
労
な
ど
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相
談
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設
け
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
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身
体
障
が
い
者
の
た
め
の

相
談
日

と　き　８月 16日（土）午前 10時～正午
ところ　菊池養生園（芭蕉堂）
講演会
•講師　宇根　豊氏（農と自然の研究所代表理事）
•演題　「食べものと自然を結ぶもの」～農は天地有情～
その他　予約なしで誰でも参加できます。
問い合わせ先　菊池養生園保健組合総務課
　　　　　　　☎（38）2820

第29回医食農夏期セミナー公開講演会

児童扶養手当
○受給できる人
　日本国内に住所があり、公的年金を受給していない人（国
民年金法に基づく老齢福祉年金を除く）で、次の要件のい
ずれかに該当する児童を養育する母に支給されます。母が
いなかったり、母が養育しない場合には、児童を養育する
養育者に支払われます。
※手当ての対象となる児童は、18歳に達する日以降最初
の３月 31日までにある人、または 20歳未満で心身に
障がいのある人。
•母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
•父が死亡した児童
•父が重度の障がいにある児童
•父の生死が明らかでない児童
•父から引き続き 1年以上遺棄されている児童
•父が法令により引き続き 1年以上拘禁されている児童
•婚姻によらないで生まれた児童（認知された児童を含む）
○次の場合は手当が支給されません
児童が・・・
•日本国内に住所がないとき
•父または母の死亡について支給される公的年金給付を受
けることができるとき
•父に支給される公的年金給付の加算の対象になっている
とき
•労働基準法などの規定による遺族補償を受けることがで
きるとき
•児童福祉施設などに入所または里親に委託されているとき
•母の配偶者（事実上の婚姻関係の場合も含む）に養育さ
れているとき（父に重度の障がいがある場合は除く）
母または養育者が・・・
•児童を監護していないとき
•日本国内に住所がないとき
•公的年金を受けることができるとき

○所得制限
　手当を請求する本人、その配偶者および扶養義務者の所
得が一定以上の場合は、手当ての一部または全部が停止さ
れます。

○養育費
　前年中に受け取った養育費の８割を所得に加算します。
特別児童扶養手当（月額　１級　50,750円/２級　33,800円）
○受給できる人
　身体または知的・精神に中度以上の障がいを持つ 20歳
未満の児童を養育している父、もしくは母、または父母に
代わって養育している人に支給されます。障がいの状態は、
原則、専用の診断書により審査を行います。ただし、所得
による支給制限があります。
○次の場合は手当が支給されません
•対象障がい児が 20歳に達したとき
•対象障がい児が障がいによる年金を受けることができる
ようになったとき
•対象障がい児の障がいの程度が、障がい要件に該当しな
くなったとき
•対象障がい児が児童福祉施設などに入所したとき（母子
ともに入所する場合を除く）
•受給者が対象障がい児を監護しなくなったとき
•受給者・対象障がい児が日本国内に住所がないとき
特別障害者手当（月額 26,440 円）
　身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあるため、
日常生活において常に特別の介護を必要とする 20歳以上
の重度障がい者に対して支給されます。障がいの状態は、
原則、専用の診断書により審査を行います。ただし、所得
による支給制限があります。
　病院・診療所に３カ月を超えて入院している人、障害者
自立支援法などに定める施設に入所している人には支給さ
れません。
障害児福祉手当（月額 14,380 円）
　身体または知的・精神に重度の障がいがあるため、日常
生活に常に介護を必要とする 20歳未満の重度障がい児に
対して支給されます。障がいの状態は、原則、専用の診断
書により審査を行います。ただし、所得による支給制限が
あります。
　障がいによる年金の給付を受けている人、障害者自立支
援法などに定める施設に入所している人には支給されませ
ん。
※現在、各手当を受給している人の児童扶養手当の現況届
は、毎年、８月１日から８月 31日までの間に、その他
の手当は、８月 11日から９月 10日までの間に受給者
の皆さんが提出してください。
　今年も関係書類を送りますので、ご協力をお願いします。
問い合わせ・提出先
○児童扶養手当に関すること
　子育て支援課　または　各総合支所民生課
○その他の手当てに関すること
　福祉課　または　各総合支所民生課

児童扶養手当支給額（月額）
区　分 全部支給される人 一部支給される人

児童１人のとき 41,720 円 41,710 円　　
～ 9,850 円

児童２人のとき 46,720 円 46,710 円　　
～ 14,850 円

児童３人以上のとき ３人目以降１人当たり3,000円加算
※一部支給については、所得額に応じて支給額が決定さ
れます。
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•
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
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で
き
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す
。

•
関
係
自
治
体
な
ど
の
子
育
て
支

援
情
報
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提
供
も
受
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ら
れ
ま

す
。

•
履
歴
書
、
職
務
経
歴
書
な
ど
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書
き
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
受
け

ら
れ
ま
す
。

児童扶養・特別児童扶養・
特別障害者・児童福祉の制度 現況届を提出してください現況届を提出してくださいご存知

ですか？
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